
改　　正　　前改　　正　　後

平成２４年職補―１１６ 新旧対照表（令和元年職補―６ 第１項関係）
（傍線部分は改正部分）



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



平成１４年勤補―１０３ 新旧対照表（令和元年職補―６ 第２項関係）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

記 記

Ⅰ （略） Ⅰ （同左）

１ （略） １ （同左）

２ 介護券は、次の方法により交付するものとす ２ 介護券は、次の方法により交付するものとす

る。 る。

(1) 介護券は、１週間（日曜日から土曜日まで (1) 介護券は、１週間（日曜日から土曜日まで

のいわゆる暦週をいう ）を単位とする期間 のいわゆる暦週をいう ）を単位とする期間。 。

ごとに３枚の範囲内で、１か月間（その月の ごとに３枚の範囲内で、１か月間（その月の

初日から末日までをいう。ただし、被災職員 初日から末日までをいう。ただし、被災職員

の希望する期間が１月に満たない場合には当 の希望する期間が１月に満たない場合には当

該希望する期間とする ）に必要となると認 該希望する期間とする ）に必要となると認。 。

められる枚数を利用する月の前月の末日まで められる枚数を利用する月の前月の末日まで

に交付するものとする。２の月にわたる週の に交付するものとする。２の月にわたる週の

分の介護券について、３枚すべてを早い方の 分の介護券について、３枚すべてを早い方の

月の分として送付するものとする（例えば、 月の分として送付するものとする（例えば、

令和元年５月の場合、５月から６月にわたる 平成１４年４月の場合、４月から５月にわた

週の分の介護券については、５月分として送 る週の分の介護券については、４月分として

付することとなり 送付する介護券の枚数は 送付することとなり、送付する介護券の枚数、 、

最大限、週３回５週間分の１５枚ということ は、最大限、週３回５週間分の１５枚という

。） 。）。 、 、になる 。なお、実際に送付する枚数は、被 ことになる なお 実際に送付する枚数は

災職員の利用頻度等を考慮し、適宜判断する 被災職員の利用頻度等を考慮し、適宜判断す

ものとする。 るものとする。

(2) 介護券の有効期限は、当該介護券の利用予 (2) 介護券の有効期限は、当該介護券の利用予

定日の属する年度の３月３１日（その日より 定日の属する年度の３月３１日（その日より

被災職員の希望する期間の最終日が早い場合 被災職員の希望する期間の最終日が早い場合

には、当該期間の最終日）までとする。実施 には、当該期間の最終日）までとする。実施

機関は、当該年度で区切って被災職員ごとに 機関は、当該年度で区切って被災職員ごとに

発行番号（年度－３けた （令和元年度で１ 発行番号（年度－３けた （平成１４年度で） ）

枚目の場合の例：１－００１）を介護券に付 １枚目の場合の例：１４－００１）を介護券

すとともに 年度ごとに介護券交付整理簿 別 に付すとともに、年度ごとに介護券交付整理、 （

添様式２）を作成して、介護券の管理を行う 簿（別添様式２）を作成して、介護券の管理

ものとする。 を行うものとする。

(3) （略） (3) （同左）

３～７ （略） ３～７ （同左）

Ⅱ及びⅢ （略） Ⅱ及びⅢ （同左）



改　　正　　前改　　正　　後



「協 定 書」 新 旧 対 照 表
（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

協 定 書 協 定 書

第１条～第19条 （略） 第１条～第19条 （同左）

第20条 この協定の有効期限は、令和元年５月１７日から令和２年３月３１日まで 第20条 この協定の有効期限は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日ま
とする。ただし、有効期間満了１か月前までに、甲又は乙から意思表示がないと でとする。ただし、有効期間満了１か月前までに、甲又は乙から意思表示がない

きは、さらに向こう１年間引き続き効力を有するものとし、それ以後の満了の場 ときは、さらに向こう１年間引き続き効力を有するものとし、それ以後の満了の

合も同様とする。 場合も同様とする。
第21条 （略） 第21条 （同左））

この協定の締結を証するため、本書を二通作成し、双方記名押印の上、各自一通 この協定の締結を証するため、本書を二通作成し、双方記名押印の上、各自一通
を保有するものとする。 を保有するものとする。

令和元年５月１７日 平成２６年４月１日

甲 人事院事務総局職員福祉局 甲 人事院事務総局職員福祉局
局 長 合 田 秀 樹 印 局 長 井 上 利 印

乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会

会 長 戸 苅 利 和 印 会 長 田 尻 博 印



改　　正　　前改　　正　　後

（傍線部分は改正部分）



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



「ホームヘルプ費用等に関する覚書」新旧対照表
（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

ホームヘルプ費用等に関する覚書 ホームヘルプ費用等に関する覚書

人事院事務総局職員福祉局（以下「甲」という。）と公益社団法人日本看護家政 人事院事務総局職員福祉局（以下「甲」という。）と公益社団法人日本看護家政

紹介事業協会（以下「乙」という。）とは、令和元年５月１７日付け締結のホーム 紹介事業協会（以下「乙」という。）とは、平成２６年４月１日付け締結のホーム
ヘルパー等の紹介に関する協定書に附帯する覚書として、次のとおり定める。 ヘルパー等の紹介に関する協定書に附帯する覚書として、次のとおり定める。

記 記

１～２ （略） １～２ （同左）

３ 実施時期 ３ 実施時期

この覚書は、令和元年５月１７日から実施するものとする。 この覚書は、平成２６年４月１日から実施するものとする。

令和元年５月１７日 平成２６年４月１日

甲 人事院事務総局職員福祉局 甲 人事院事務総局職員福祉局

局 長 合 田 秀 樹 印 局 長 井 上 利 印
乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会

会 長 戸 苅 利 和 印 会 長 田 尻 博 印



平成２年職補―９５ 新旧対照表（令和元年職補―６ 第３項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

年金支給決定の承認申請に際し添付する資料一覧 年金支給決定の承認申請に際し添付する資料一覧

［各年金に共通］ ［各年金に共通］

資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点 資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点

１ 年金請求書 請求の確認（規則16－４の運用に １ 年金請求書 人事院様 請求の確認（規則16－４の運用に

ついて 別紙第３、第５、第９） 式 ついて 別紙第３、第５、第９）

２ 特別給付金申 申請の確認（規則16－４の運用に ２ 特別給付金申 人事院様 申請の確認（規則16－４の運用に

請書 ついて 別紙第３、第５、第９） 請書 式 ついて 別紙第３、第５、第９）

３ 平均給与額算 平均給与額の確認（規則16－４の ３ 平均給与額算 人事院様 平均給与額の確認（規則16－４の

定書 運用について 別紙第８） 定書 式 運用について 別紙第８）

４ （略） ４ （同左）

～ ～

11 11

［遺族補償年金の場合］ ［遺族補償年金の場合］

資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点 資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点

12 （略） 12 （同左）

～ ～

15 15

［傷病・障害補償年金の場合］ ［傷病・障害補償年金の場合］

資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点 資 料 様 式 等 趣 旨・関 係 法 令 留 意 点

12 （略） 12 （同左）

～ ～

14 14

（備考）行政執行法人及び日本郵政株式会社にあっては、上記資料又はそれに相当す （備考）特定独立行政法人及び日本郵政株式会社にあっては、上記資料又はそれに相

る資料を添付すること。 当する資料を添付すること。



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後



改　　正　　前改　　正　　後


